
１　EACBの概況

欧州協同組合銀行協会(European Association

of Cooperative Banks、以下「EACB」)は、

1970年にブリュッセルで設立された。会員で

ある欧州各国の協同組合銀行の利益を代表、

振興、保護し、ヨーロッパの諸機関に対する

スポークスマンとしての役割を果たしてい

る。その使命は、①銀行部門に関するEUの方

策について情報を会員に提供すること、②会

員間で見解や経験を共有する場を提供し、共

通の利益について意見調整を行うこと、③EU

の諸機関に対し効率的で活発なロビー活動を

実施すること、④共通の利益に関する意見書

を作成し、公表することである。

この度筆者は、EACBに半年間滞在する機

会を得たので、その活動内容を報告したい。

２　会員である協同組合銀行の状況

現在EACBに加盟しているのは、協同組合

銀行の中央機関や連合会等28の組織であり、

国数は23か国に及ぶ。EACBによれば、欧州

内では約4,400行の協同組合銀行（単協レベル）

が4,600万人の組合員、１億４千万人の顧客を

持ち、主としてリテール分野、地域のレベル

で業務を行っている。また、6.2万店舗、73万

人の職員を抱え、市場シェアの平均は約20％

である。

ただし、欧州内でも協同組合銀行の存在感

は国によって大きな違いがある（第１図）。フ

ランスのように大きな協同組合銀行グループ

が複数存在する国もあれば、スウェーデンや

ベルギーのように協同組合銀行の存在感がほ

とんどない国もある。

３　EACBの活動の進め方

EACBの意思決定は、年に３回開催される、

会員組織の代表者から成る執行委員会（エグ

ゼクティブ・コミッティ）によって行われる。

執行委員会では、活動方針の策定、

入会・脱退の承認、事務局長の指名

等を行う。

EACBの事務局には、事務局長、

決済システム部長、法務部長の管理

職のもとに、６人のアドバイザー、

秘書がいる。管理職は会員銀行の出

身者であるが、アドバイザーは、会

計や法律の専門家等である。

銀行法、決済システム、消費者政

策、会計、金融市場等のテーマにつ

いて、協同組合銀行としてどのよう

な主張を行うかを検討するのはワー
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第1図　EACBに加盟する協同組合銀行の 
　　　　国別マーケットシェア（２００６年） 
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キンググループである。ワーキンググループ

は事務局職員と各会員銀行の専門家で組織化

されており、会合や、Eメールを通じて、活

発な議論を行っている。

ワーキンググループの検討結果に基づいて

執行委員会が方針を定め、それに沿って事務

局を中心に欧州委員会、欧州議会、欧州銀行

監督者委員会等の諸機関にロビー活動を行う

というのがEACBの活動の進め方である。

４　EACBの取組み

EUにおいては、金融市場における様々な分

野での統合が進められており、今年１月には

単一ユーロ支払地域（SEPA）の口座振込サー

ビスが開始された。SEPAは加盟国の小口決

済インフラを統合し、国内と同様に域内での

決済を行うことを可能にするものであるが、

そのためには加盟国すべての決済システムの

ルールと仕様を統合する必要がある。EACB

は、SEPAの創設メンバーの１つであり、

SEPA運営のための諸調整において協同組合

銀行の利益を代表している。

協同組合銀行の場合は、単協の数が非常に

多く、業務がリテール中心であるため小額の

決済が多いという特徴がある。また、SEPA

の今後のサービス拡大にあたり、携帯電話に

よるモバイル決済に対するニーズは、フィン

ランドのような電子化の進展した国とそれ以

外では異なるといった状況もある。会員から

の 様々な意見やニーズを調整したうえで、

協同組合銀行を代表するのがEACBの役割で

ある。

EACBの基本的な活動スタンスは、協同組

合銀行の保護という特別な措置を求めるもの

ではない。株式会社の銀行と同じ業務を行う

以上、同じ規制に従うことには異論はない。

しかし、市場の統合を進め同一の条件下で競

争を促進しようという意図のもとでは、少数

の大銀行が国境を越えて活動することが選好

され、株式会社の銀行に有利になる規制がと

られる傾向がある。また、規制・監督を行う

人々が協同組合の特徴についてよく知らない

ことも多いため、協同組合という法的形態を

とっているがゆえに規制上不利になるという

事態を避ける必要が生じてくる。

EACBは、今年２月に「協同組合銀行のビ

ジネスモデル：革新性と持続性」をテーマに、

第３回国際会議を開催し、約200名の参加者

を集めた（写真）。協同組合銀行の活動を、金

融分野、欧州の諸機関、研究者をはじめ広く

一般に知らせることが、ロビー活動のしやす

さにつながると考えているからである。

５　おわりに

EACBでは、銀行をめぐるグローバルな課

題に対応するには、グローバルな連携が必要

だと考えている。協同組合間協同は古くから

言われていることであるが、その活動にふれ、

日本においても国内外を問わず業態の垣根を

越えて協同組合銀行の存在意義を主張する必

要性を改めて実感した。

（しげとう　ゆかり）
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